
 

 

 

 

 

 

 

 

生徒のバランスのとれた心身の成長や学校生活に向けて 

－部活動に関する総合的なガイドライン－ 
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はじめに 

 

 部活動は、スポーツや文化及び科学等に興味・関心のある同好の生徒が参加し、顧

問をはじめとした関係者の指導の下、学校教育の一環として行われており、学習意欲

の向上や責任感、連帯感の涵養
か ん よ う

に資するなど教育的意義があります。異年齢の生徒同

士や、生徒と教員等との好ましい人間関係の構築を図ったり、生徒自身が活動を通し

て自己肯定感を高めたりするなど、生徒の人格形成や健全育成に大きな役割を果たし

てきました。 

都内公立学校を対象とした、平成 30 年度部活動実施状況調査によると、中学校で

86.9％、高等学校で 78.1％、特別支援学校で 52.7％もの多くの中学生や高校生が、

部活動に参加しています。一方、連日にわたる長時間の練習やスポーツ医・科学を無

視した指導及び体罰による事故の発生や、週当たりの時間外労働が月 80時間（過労死

ライン相当）を超える教員の割合が中学校で 48.5％、高等学校で 21.3％、特別支援

学校で 5.8％となるなど、部活動指導が長時間勤務の要因の一つになっているといった

課題が挙げられます。 

部活動の実施に当たっては、生徒の自主的・自発的な参加となるよう生徒が参加し

やすい実施形態等を工夫するとともに、より合理的でかつ効率的・効果的な活動に改

善したり、生徒の生活全体を見渡して休養日や活動時間を適切に設定したりするなど

して、生徒のバランスのとれた心身の成長や学校生活に配慮する必要があります。 

こうしたことから、都教育委員会は、部活動検討委員会における協議を経て、適切

な部活動運営に向け、部活動の教育的意義や在り方に関する方針、また、体罰等の防

止及び重大事故防止に向けた安全対策、健康面での留意事項等をまとめた「生徒のバ

ランスのとれた心身の成長や学校生活に向けて－部活動に関する総合的なガイドライ

ン－」を作成しました。 

各学校においては、本ガイドラインを参考に、教職員の共通認識の下、家庭や地域

と連携を図りながら、知・徳・体のバランスのとれた「生きる力」の育成につながる

適切な部活動運営を推進するようお願いします。 

また、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会は、今後の部活動の在り

方に大きな影響を与える契機となることが予想されます。区市町村教育委員会及び関

係団体等におかれましては、各学校における持続可能な運営体制の整備に向け、御支

援・御協力をよろしくお願いします。 

 

令和元年７月 

東京都教育委員会 
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今後の部活動の目指す方向性 

－部活動に関する総合的なガイドラインの趣旨－ 

 

都教育委員会の運動部活動及び文化部活動の方針を実効性あるものとし、学校における

教員の勤務負担軽減を図りながら、部活動のより一層の充実を推進するため、部活動検討

委員会における協議を経て、「生徒のバランスのとれた心身の成長や学校生活に向けて－部

活動に関する総合的なガイドライン－」を作成しました。 

 

〈主な方向性〉 
 

①生徒の自主的・自発的な参加により行われる部活動において、学校教育の一環

として教育課程との関連を図りながら、生徒の主体的・対話的で深い学びを実

現していくこと。例えば、活動計画を生徒が、顧問の指導の下、主体的に作成

して活動を実施していくなどが考えられる。 
 

②技能や記録の向上等、生徒がそれぞれの目標を達成できるよう、科学的トレー

ニングの積極的な導入等により、短時間で効果が得られるようなより合理的で

かつ効率的・効果的な活動を行うこと。 
 

③成長期にある生徒が、教育課程内の活動、部活動、学校外の活動、その他の食

事、休養及び睡眠等の生活時間のバランスのとれた生活を送ることができるよ

う、休養日や活動時間を適切に設定すること。 
 

④指導内容の充実、生徒の安全確保、教員の長時間勤務の解消等の観点から、円

滑に部活動を実施できるよう、専門的な技術指導に加えて大会引率等ができる

部活動指導員を積極的に任用するなどして、指導体制を整備すること。 

 


